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2021 年 6 月４日 

内閣総理大臣 菅 義偉 殿 

 

ボイスアクション 2021 に関する青年政策 

 

公明党青年委員会 

 

公明党青年委員会は、若者の声が届く政治、若者の一層の社会参画を目指し、

若者と政治家が一体となった各種運動を展開してきた。とりわけ、2016 年、

2019 年と 2 度にわたり展開した全国規模の政策アンケート「VOICE ACTION

（ボイスアクション）」運動は、青年層を中心とする国民の声の大きなうねり

を巻き起こし、結果、携帯電話料金の引き下げ、教育無償化、非正規雇用の待

遇改善など、今では「当たり前」となった数多くの施策の推進につながったも

のと理解している。 

 

このたび、公明党青年委員会は、本年３月 16 日から、3 回目となる「ボイ

スアクション 2021」を展開、以下の５つの項目が記載されたホワイトボード

を掲げ５月 30 日にかけ街頭にて回答を募る方式に加え、インターネット上で

の特設サイトから回答をいただく方式も採用、声を募った結果をもとに、「ボ

イスアクション 2021 に関する青年政策」としてここに具体化、政府に提言す

るものである。 

 

１．通信の「“質高”“大量ギガ安”社会」に！ 

２．あなたの奨学金返済「肩代わり」を全国展開！ 

３．結婚、妊娠・出産、子育て“丸ごと”サポート！ 

４．一人一人に寄り添った「心のケア」を推進！ 

５．ネットの誹謗・中傷は根絶させる！ 
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これら 5 項目は、①公明党青年委員会が一昨年末から全都道府県で取り組ん

でいる若者懇談会「ユーストークミーティング」や、ツイッター上の約 1 万件

のアンケート、インターネット上の約 4000 件の政治意識調査の結果などを踏

まえ、特に要望の強かったもののうち、②地方の青年局議員や青年委員会所属

の国会議員との間で議論を重ねるなど、より多くの若者に関わる普遍的な課題

として、一部の分野に偏ることなく厳選されたものである。 

 

コロナの状況にもかかわらず、大変多くの方から匿名による「イイね」の声

をいただいた（複数回答可、自由記述も含む、詳細別紙）。その数はのべ 70 万

8,540 にも及ぶ（５月３０日時点 ５項目に関する投票数は、街頭にて 6 万

9171、インターネット投票にて 54 万 3476）。また、公明党学生局が本年 4

月 19 日から 5 月 16 日にかけて行った「学生実態調査アンケート」でいただ

いた約 1,411 件の現役学生の皆さまの声も、本提案には反映されている。この

提言は、まさに、若者の「いま」が凝縮されたものであり、あるべき「未来」

を指し示すものといえる。 

 

政府におかれては、是非、新たな「当たり前」を若者と共に築く決意のもと、

今夏に取りまとめ予定の「骨太方針 2021」に、この提言内容を盛り込むとと

もに、来年度予算編成等に反映するべく必要な政策、予算措置をおとりいただ

きたく、強く求めるものである。 

「声をあげれば政治・社会を動かすことができるんだ」、若者のこの実感が

未来の健全な民主主義をつくることを強調し、提言とする。 
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１．通信の「“質高”“大量ギガ安”社会」に！ 

 

 国民目線に立った携帯料金・サービスの実現 

「５G」サービスの普及により通信量の飛躍的な増大が見込まれる。かかる

大量ギガ社会にあっても通信費の大幅な増大を招かない、国民が納得でき

る国民目線に立った携帯料金・サービスを将来にわたって実現すること。

そのために、データに基づき、モバイル市場の競争状況を客観的に分析・

評価し、必要に応じて取り組みの見直しや対策の強化を検討すること。 

 

 簡易な「通信手当」税制 

新型コロナによる影響でテレワークの導入が急速に進んでいる。今後さら

なる普及が予想されるところ、それに伴い通信量も増大する。そのような

将来も見据え、企業が従業員に支給する「通信手当」についても、実費精

算部分の非課税措置のみならず、一定額の非課税枠を認めるなど、現場の

企業が導入しやすい簡易な税制に改革することで、働く人の通信料負担の

軽減につなげること。 

 

 無料 Wi-Fi の一層の整備 

災害時にも有効な無料 Wi-Fi について、利用者の通信量節約の趣旨も込め、

2021 年度末までに全国３万か所をめざして整備を推進するとともに、

2022 年度以降の取り組みを検討すること。 

 

 「５G」の全国普及 

国民が「５G」サービスのメリットを実感できるように、５G の基地局やそ

れを支える光ファイバの整備、ローカル５G を活用した課題解決を促進す

ること。 
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 「Beyond 5G」にむけた戦略的投資と国際連携主導 

「５G」の先の「Beyond 5G」構築のため、関連する先端技術への戦略的

投資をさらに推進するとともに、日本の技術の世界標準化に向け、国際的

な枠組みにおける取り組みを主導すること。 

 

２．あなたの奨学金返済「肩代わり」を全国展開！ 

 

 都市部を含めた自治体等による奨学金返還支援 

自治体等による奨学金返還支援について、地方創生の観点から、実施自治

体の拡大を推進すること。都市部においては、介護など人手不足の業種に

従事する方への奨学金返還支援を検討すること。 

 

 企業等による奨学金返還導入に対する支援 

独自の奨学金返還支援を導入する企業等について、補助金や税制優遇など

のインセンティブを与えること。 

 

 進学希望者・学生等への周知・広報 

各自治体等や企業独自の奨学金返還支援制度など様々な返還支援制度につ

いて、関係機関等の連携により修学前から広く周知・広報する機会を設け

て進学希望者や学生等の利活用を促し、修学の機会及び進路選択の幅の拡

充を支援すること。 

 

 所得連動返還型奨学金制度の適用拡大 

所得連動返還型奨学金制度を既卒者にも適用すること。「有利子奨学生」に

対して、所得連動返還型奨学金制度を適用するとともに、合わせて、支払

利子分の所得控除・税額控除など利子負担軽減措置を実施すること。 
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 「教育費控除」の創設 

所得税において「教育費控除」を創設し、奨学金返還額をその対象に含め、

確定申告により還付できるようにすること。 

 

３．結婚、妊娠・出産、子育て“丸ごと”サポート！ 

 

 政策パッケージの充実・強化 

若い世代が結婚、妊娠・出産、子育ての希望を実現できるように、「少子化

社会対策大綱」に基づき、その支援策をパッケージとして実施し、施策の

進捗状況や効果を検証して施策の更なる充実・強化につなげること。 

 

 結婚・婚活支援 

結婚新生活支援事業を含む地域少子化対策重点推進交付金について、実施

自治体の拡大を推進すること。婚活支援事業については、結婚につながる

出会いを若者のニーズにあった形で提供するために、民間も活用すること。 

 

 不妊・不育症への支援 

不妊治療の保険適用については、治療の質の低下を招くことがないよう適

切に検討を進めること。不育症検査費用助成事業について、対象検査や実

施自治体の拡大を推進するとともに、流産・死産のグリーフケアやカウン

セリング体制を充実すること。 

 

 妊娠判定の受診料補助 

安心して妊娠・出産できるように、妊娠初期の費用負担を軽減し、受診の

ハードルを低くするため、妊娠判定について、地方と連携して受診料の補

助を推進すること。 

 



- 6 - 

 出産育児一時金の増額 

出産費用は年々増加傾向にあるため、その要因を調査して詳細を把握した

上で、出産育児一時金を 50 万円まで増額すること。また、多様な出産形態

や費用、サービスを選択できるよう、医療機関における選択肢の明示を促

進すること。 

 

 産後ケア事業の全国展開 

産後ケア事業について、2024 年度末までの全国展開をめざし、実施自治体

の拡大を推進すること。 

 

 男性の育休取得促進 

育児休業を取得しやすい環境を整備するため、育児・休業法等の改正につ

いて丁寧に周知し、中小企業等に対する支援を推進すること。また、男性

の育休が「とるだけ育休」にならないように、自治体における両親学級等

の開催を促進すること。育児休業給付金を、休業前手取り賃金の実質 100％

まで保障する制度にすること。 

 

 待機児童対策 

待機児童問題の解消に向けて、「新子育て安心プラン」と「新・放課後子ど

も総合プラン」を着実に実施し、保育と放課後児童クラブの受け皿整備を

推進すること。 

 

 「子育てワンストップ」・「子育てノンストップ」 

マイナポータルを活用した「子育てワンストップサービス」について地方

自治体における導入を促進するとともに、予防接種や児童手当など妊娠か

ら就学前までの官民の様々なサービスが最適なタイミングで案内され、ボ
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タン一つで申請できる「子育てノンストップサービス」について 2023 年

度からの全国展開をめざして着実に取り組むこと。 

 

 家事代行サービス利用補助制度の創設 

子育て世帯を含め、全ての人が利用できる家事代行サービスの利用補助制

度を創設すること。 

 

４．一人一人に寄り添った「心のケア」を推進！ 

 

 メンタルヘルスファーストエイドの考え方を用いた普及・啓発 

うつ病等の精神疾患やメンタルヘルスに関する国民の理解を深める機会を

増やし、偏見や差別を減少する取り組みを加速すること。家族や地域住民

など、身近な人によるメンタルヘルスの「応急処置」や「初期対応」によ

り、医療機関への受診につなげていくためにも、メンタルヘルスファース

トエイドの考え方を用いた普及・啓発を推進すること。 

 

 教育現場・企業での体制強化 

教育現場における精神疾患に関する正しい知識を深めるため、メンタルヘ

ルスファーストエイドの考え方を踏まえ、早期に心身の不調に気づくこと

が重要であることなどが理解できるよう、適切な教育・研修の実施を行う

こと。また、企業における研修においても採用し、実践できるよう、推進

を図ること。その際、中小企業においても実践できるよう支援体制を構築

すること。 

 

 遠隔型のメンタルヘルスケア 

コロナ禍においてテレワークなどオンラインで仕事を行う方や、オンライ

ン授業を受ける学生等が増えている状況を踏まえ、遠隔型のメンタルヘル
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スケアの充実を図り、産業医や大学内のカウンセリングセンター等による

オンラインでの健康相談や、自分で心の健康をチェックできるアプリの開

発・普及を推進すること。 

 

 「心のサポーター」100 万人へ 

「心のサポーター」について、全国 100 万人規模の養成をめざし、指導者

の養成やモデル地域での研修を着実に推進すること。 

 

 相談体制の整備 

企業における心の健康相談体制の整備を推進するとともに、うつ病の予防

から復職支援まで事業者等からの様々な相談に対応する統括相談窓口の機

能や、事業者・産業医・主治医等関係者間のネットワーク機能を全国に展

開すること。また、事業者・労働者・家族等がうつ病対策に関する様々な

情報を、容易に入手できるような体制を整備すること。 

 

５．ネットの誹謗・中傷は根絶させる！ 

 

 裁判手続きの簡略化・スピードアップ 

インターネット上の誹謗・中傷対策を強化した「改正プロバイダ責任制限

法」（今国会で成立）に基づき、被害者が「匿名を含めた発信者」に損害賠

償請求を行う際、通信記録を持つ「ＳＮＳ事業者」、ならびに、発信者の氏

名や住所などを把握する「プロバイダー」に対する裁判手続きの簡略化・

スピードアップを図り、名前など発信者の情報を特定しやすくする仕組み

を早急に構築すること。 

 

 発信者情報開示 

ネット上で誹謗・中傷の投稿をためらうような抑制効果をさらに高めるた
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め、新たな裁判手続きの運用状況も踏まえ、裁判なしでも、発信者の名前

や住所などの任意開示しやすくなるよう、引き続き対策強化に向けた支援

を行うこと。 

 

 「SNS 事業者」による取り組み 

「ＳＮＳ事業者」が社会的責任のもと、悪質な投稿を独自の判断で削除す

るなど自主的な取り組みの実効性を高めるため、引き続き実務者検討会や

事業者等との意見交換の場を通じ、誹謗・中傷対策への支援を行うこと。

また、事業者の自主的な取り組みを評価・検証できる仕組みを速やかに確

立し、透明性の確保や説明責任を果たす方策を促進すること。 

 

 「プロバイダー」への対応 

「プロバイダー」を対象とする国際的な制度の枠組みを十分に踏まえなが

ら、ネット上の違法・有害情報対策における国際的な対応手続き（海外に

サーバーを置いている「プロバイダー」への処罰など）や透明性の確保な

どに関する法制化の検討も必要に応じて行うこと。 

 

 「情報モラル教育」の充実 

ＳＮＳや無料アプリ、ゲームなどの特性を理解し、児童・生徒に安全なイ

ンターネットの使い方を教えるための「情報モラル教育」については、総

務省が公表している「インターネット・トラブル事例集」や「e－ネットキ

ャラバン」の一層の活用を図るなど、子育てや各学校現場での取り組みを

充実させること。 

 

 「誰一人蔑ろにしない社会」をめざした意識啓発 

あらゆる手段を通じて「誰一人蔑ろにしない社会」の構築に向け、全ての

人を対象とした情報モラルの普及啓発を進めること。具体的には、民間団
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体や関係省庁とも連携しながら、例えば、ＳＮＳ動画投稿サイトや検索サ

イトで頻繁に目に付く形での広告表示、特設サイトを活用した政府広報の

強化、コンビニなど身近な商店・公共施設・公共交通機関等の場を活用し

た意識啓発などに取り組むこと。 

 

 賠償額の引き上げを含む調査・研究 

「ネット上で名誉が傷つけられた」として訴えた民事訴訟に対する賠償額

の低さや、訴訟に関する調査費用が被害者の経済的な負担として重くのし

かかっている現状を踏まえ、例えば、ネット上での名誉毀損の民事訴訟に

おける賠償額の引き上げを含めた適正な賠償額の調査・研究を進めること。 

 

 「侮辱罪」の見直し 

公然と人を侮辱することを禁じた「侮辱罪」に関し、現行の「３０日未満

の拘留または１万円未満の科料」の罰則の引き上げも含めた検討を進める

こと。こうした検討に向けて、侮辱罪による処分状況や沿革、諸外国の法

制度なども調査したうえで、罰則を強化することによって得られる利益（保

護法益）の評価や抑止効果等の多角的な観点を重視しつつ、憲法上で保障

される「表現の自由」の萎縮につながらないよう十分考慮すること。  
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【別紙】青年政策アンケート「ボイスアクション 2021」について 

 

〇調査方法＝下記５つの政策のうち、“イイネ！”と思うものを選択し、 

特設 web サイト上で回答。 

 

〇調査期間＝2021 年 3 月 16 日～５月 30 日 

 

〇回答件数＝70 万 8540 件  

（うち５項目の回答総数は、61 万 2647 件の回答。その他自由記述を含む） 

 

〇アンケート結果 

 


